
◎
少
子
高
齢
化
に
よ
り
河
川
や
道
路
な
ど

の
愛
護
作
業
が
困
難
に
な
っ
た
自
治
会

な
ど
の
支
援
を
す
る
。

◎
県
や
国
の
補
助
を
受
け
て
草
払
い
や
側

溝
な
ど
の
補
修
作
業
を
行
い
田
畑
が
荒

廃
し
な
い
よ
う
に
活
動
し
て
い
る
「
高

田
農
地
・
水
ネ
ッ
ト
」
の
支
援
を
す
る
。

◎
高
齢
に
よ
り
田
畑
や
家
の
周
り
の
整
備

や
管
理
が
で
き
な
く
な
っ
た
家
庭
を
支

援
す
る
。

　

高
田
地
区
公
民
館
を
中
心
に
各
自

治
会
に
呼
び
か
け
て
、
地
区
民
全
体

が
組
合
員
に
な
っ
て
も
ら
い
組
合
「
高

田
環
境
整
備
組
合
（
ク
リ
ー
ン
サ
ポ
ー

ト
た
か
た
）」
を
設
立
し
運
営
し
て
い

く
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム（
※
）
が
５
年
前
に
立
ち
上
が
っ
て
、

住
民
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
た
と
こ

ろ
、「
河
川
愛
護
作
業
や
道
路
愛
護
作

業
が
う
ま
く
い
か
な
い
」「
環
境
整
備

を
よ
く
し
た
い
」
と
い
う
意
見
が
多

く
聞
か
れ
た
。

　

今
後
、
自
治
会
で
は
少
子
高
齢
化

に
よ
り
人
口
が
減
少
し
、
特
に
働
き

手
で
あ
る
若
者
が
少
な
く
な
っ
て
い

く
。
こ
の
た
め
に
、
今
ま
で
や
っ
て

き
た
道
路
や
河
川
な
ど
の
愛
護
作
業

が
困
難
と
な
り
、
田
畑
は
荒
れ
、
田

園
の
美
し
い
景
観
も
失
わ
れ
て
い
く
。

こ
れ
を
高
田
地
区
全
員
が
力
を
合
わ

せ
協
力
し
「
環
境
整
備
組
合
」
を
設

立
し
環
境
を
整
え
る
活
動
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
豊
か
で
美
し
く
住
み

や
す
い
高
田
を
つ
く
ろ
う
と
考
え
た
。

ま
た
、
こ
の
取
り
組
み
は
高
田
ば
か

り
で
な
く
他
の
地
域
と
も
連
携
し
て

行
え
ば
豊
か
な
地
域
づ
く
り
に
発
展

す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

令
和
４
年
度
の
「
市
町
村
振
興
宝
く
じ
助

成
事
業
」
で
整
備
し
た
重
機
な
ど
で
地
区
の

環
境
維
持
を
目
指
す
高
田
地
区
公
民
館
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
、
刈
川
館
長
に
お
話
を
お

聞
き
し
ま
し
た
。

高
田
地
区
の
取
り
組
み

活
動
の
内
容

　
備
品
を
整
備
す
る
き
っ
か
け
を

教
え
て
く
だ
さ
い

実
施
体
制
を
教
え
て
く
だ
さ
い

課
題
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い

ど
の
よ
う
な
効
果
が

　
　
　
期
待
で
き
ま
す
か

　

田
畑
の
荒
廃
を
防
ぎ
、
美
し
い
田

園
の
風
景
が
維
持
さ
れ
る
ば
か
り
で

な
く
、
米
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
作
物
が

作
れ
る
よ
う
に
な
り
豊
か
な
地
域
づ

く
り
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
移

住
者
も
増
え
地
域
の
人
口
増
も
期
待

で
き
る
。

整
備
し
た
備
品

◎
パ
ワ
ー
シ
ョ
ベ
ル

◎
ス
キ
ッ
ド
ス
テ
ア
ロ
ー
ダ
ー

◎
ブ
ル
モ
ア
（
雑
草
刈
機
）

◎
ス
パ
イ
ダ
ー
モ
ア
（
斜
面
草
刈
機
）

◎
高
圧
洗
浄
機

◎
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー

◎
パ
ソ
コ
ン
・
プ
リ
ン
タ
ー

　

重
機
を
操
作
す
る
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

の
育
成
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
機
械
使
用
料
を
ど
う
す
る

か
。
高
く
て
も
低
く
て
も
い
け
な
い
。

今
年
度
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、
来

年
度
の
本
格
稼
働
に
向
け
て
取
り
組

ん
で
行
き
た
い
。

※
主
に
小
学
校
区
な
ど
の
範
囲
に
お
い
て
、

自
治
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
子
ど
も
会
、
青
年
団

な
ど
多
様
な
主
体
が
協
働
し
て
、
地
域
課

題
の
解
決
に
向
け
て
自
主
的
に
取
り
組
む

た
め
の
基
盤
と
な
る
よ
う
な
組
織
で
す
。
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催　
し

■
日
時
＝
12
月
14
日
（
水
）

　
　
　
　
①
午
前
10
時
～
正
午

　
　
　
　
②
午
後
２
時
～
午
後
４
時

　
　
　
　
（
①
、
②
同
じ
内
容
で
す
）

■
場
所
＝
ち
ら
ん
夢
郷
館 

専
門
技
術
研

修
室

■
内
容
＝
実
機
体
験
「
ス
マ
ホ
な
ら
で
は

の
機
能
」
基
本
操
作
・
マ
ッ
プ
・
カ
メ

ラ
・
写
真
・
電
話
・
メ
ー
ル
・
ア
プ
リ

紹
介
な
ど
初
心
者
向
け
の
ス
マ
ホ
教
室

で
す
。

※
一
人
一
台
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
貸
与

し
ま
す
。

■
対
象
＝
ス
マ
ホ
の
使
い
方
を
知
り
た
い

方
■
定
員
＝
各
15
人
（
定
員
に
な
り
次
第
締

め
切
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）

■
参
加
料
＝
無
料

■
申
込
締
切
＝
12
月
５
日
（
月
）

■
申
し
込
み
方
法
＝
電

話
ま
た
は
申
し
込
み

フ
ォ
ー
ム
で
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

［
問
］
知 

企
画
課 

情
報
政
策
係

か
ご
し
ま
大
会
リ
ハ
ー
サ
ル
大
会

兼
第
17
回
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
の
参
加
者
募
集

■
日
時
＝
令
和
５
年
５
月
21
日

（
日
）

■
種
目
＝
陸
上
競
技
、
水
泳
、

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
、
卓
球
、
フ
ラ
イ
ン
グ

デ
ィ
ス
ク
、
ボ
ッ
チ
ャ
、
ボ
ウ
リ
ン
グ

■
会
場
＝
白
波
ス
タ
ジ
ア
ム
、
鴨
池
公
園

水
泳
プ
ー
ル
、
鹿
児
島
ふ
れ
あ
い
ス

ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド
、西
原
商
会
ア
リ
ー
ナ
、

「
楽
し
く
わ
か
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

体
験
講
座
」
参
加
者
募
集

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
触
っ
た
こ
と
が
な

い
、
ま
た
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
買
っ
た

け
ど
使
い
方
が
わ
か
ら
な
い
方
を
対
象
と

し
た
講
座
で
す
。

募　
集

県
立
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場
、
サ
ン

ラ
イ
ト
ゾ
ー
ン
、
指
宿
総
合
体
育
館

■
参
加
資
格
＝
県
内
に
居
住
す
る
13
歳
以

上
の
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
精

神
障
害
者
で
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
方
ま
た
は
そ
の
取
得
の
対
象
に
準
ず

る
障
害
の
あ
る
方
（
た
だ
し
医
師
の
診

断
で
出
場
可
能
と
認
め
ら
れ
方
）

※
障
害
種
別
や
部
位
な
ど
に
よ
り
参
加
で

き
る
種
目
が
異
な
り
ま
す
。

■
申
込
期
限
＝
令
和
４
年
12
月
９
日
（
金
）

［
問
］ 

川 

福
祉
課 

障
害
福
祉
係

フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト

教
室
の
参
加
者
募
集

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で

は
、
60
歳
以
上
の
方
で
、
健
康

で
働
く
意
欲
の
あ
る
方
が
自
分

の
経
験
や
知
識
を
活
か
し
て
就
業
を
し
て

い
ま
す
。

■
日
時
＝
12
月
20
日
（
火
）

　
　
　
　
午
後
1
時
30
分
～
午
後
4
時

■
場
所
＝
知
覧
地
区
公
民
館

　
　
　
　
（
知
覧
町
郡
１
４
１
１
０
番
地
）

■
参
加
料
＝
1
人
１
０
０
０
円

　
　
　
　
　
花
切
は
さ
み
持
参

■
定
員
＝
20
人

■
申
込
締
切
＝
12
月
9
日
（
金
）

■
参
加
対
象
者
＝
南
九
州
市
に
居
住
す
る

60
歳
以
上
で
シ
ル
バ
ー
に
入
会
希
望
の

女
性
の
方

■
申
込
方
法
＝
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

［
問
］ 

公
益
社
団
法
人　
南
九
州
市
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　
南
九
州
市
川
辺
町
平
山
７
３
５
４
番
地

　
☎
０
９
９
３－

56－

６
３
４
１

第
14
回
南
九
州
市
駅
伝
競
走
大
会

　
市
民
の
融
和
と
体
力
の
向
上
を
図
り
、

健
全
で
明
る
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

実
施
し
ま
す
。

　
交
通
安
全
対
策
と
し
て
車
で
の
応
援
・

伴
走
は
禁
止
し
て
お
り
ま
す
。
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
日
時
＝
12
月
４
日
（
日
）【
小
雨
決
行
】

　
　
　
　
午
前
10
時
ス
タ
ー
ト

■
場
所
＝
粟
ヶ
窪
小
学
校
前
～
知
覧
～
川

辺
文
化
会
館

■
区
間
＝
12
区
間　
19
・
８
㎞

［
問
］
川 

保
健
体
育
課 

市
民
体
育
係

ウ
キ
ウ
キ
、
ワ
ク
ワ
ク
、

　
ド
キ
ド
キ
か
ら
は
じ
ま
る

　
「
ま
ち
づ
く
り
」

　
　
男
女
共
同
参
画
住
民
講
座

　
待
っ
た
な
し
の
少
子
高
齢
化

が
南
九
州
市
で
も
進
ん
で
い
ま

す
。
地
域
の
人
々
の
多
様
性
を

活
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
み
ん
な
が

住
み
続
け
ら
れ
る
南
九
州
市
で
あ
る
た
め

の
仕
組
み
の
一
つ
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
で
す
。

　
南
九
州
市
内
で
の
取
り
組
み
事
例
を
紹

介
し
な
が
ら
、
持
続
可
能
な
地
域
づ
く

り
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
お
伝
え
し
ま

す
。

　
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
目
標
11
に
も
掲
げ
ら
れ
て

い
る
「
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り

を
」。
こ
れ
は
、
南
九
州
市
に
暮
ら
す
皆

さ
ん
一
人
一
人
に
関
係
の
あ
る
テ
ー
マ
で

す
。
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
時
＝
12
月
17
日
（
土
）

　
　
　
　
午
後
２
時
～
午
後
３
時
30
分

■
会
場
＝
知
覧
文
化
会
館　
大
ホ
ー
ル

■
申
し
込
み
方
法
＝
申
し
込
み
フ
ォ
ー

ム
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

（
0
９
９
３－

83－

1
7
1
8
）、
電
話
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
当
日
は
無
料
で
託
児
を
行
い
ま
す
（
１

歳
～
未
就
学
児
）。
託
児
ご
希
望
の
方

は
12
月
５
日
（
月
）
ま
で
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

［
問
］
知 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

共
生
・

協
働
推
進
係

陸
上
自
衛
隊
西
部
方
面
音
楽
隊

ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ
ー
ト

２
０
２
２

■
日
時
＝
12
月
10
日
（
土
）

　
　
　
　
開
演　
午
後
６
時
30
分

■
場
所
＝
川
辺
文
化
会
館

■
入
場
料
＝
無
料

■
入
場
券
配
付
＝
11
月
23
日
（
水
・
祝
）

　
　
　
　
　
　
　
午
前
9
時
～

■
入
場
券
配
付
場
所
＝
頴
娃
・
知
覧
・
川

辺
文
化
会
館

［
問
］
川 

社
会
教
育
課 

文
化
振
興
係

募 集頴…頴娃庁舎☎ 0993-36-1111　知…知覧庁舎☎ 0993-83-2511　川…川辺庁舎☎ 0993-56-1111 催 し
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　市内保育所および認定こども園の令和５年度入所児童を募集します。
　申し込みは、南九州市に住民登録をしており、児童のすべての保護者（児童の面倒を見ている人）が
就労などの理由で、日中保育ができない事情がある場合です。
日中保育ができない事情とは
　◎就労 （１カ月に64時間以上仕事をしていること）
　◎保護者の出産前後、病気、負傷または心身に障がいを負っているなど
　◎ 児童の家庭内に長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、保護者が常時介護、看護に

あたっている
　◎震災、風水害、火災そのほかの災害の復旧に当たっている
　◎求職活動 （起業準備を含む）　
　◎就学 （職業訓練校など含む）
　◎虐待やDVのおそれがある場合（配偶者からの暴力により保育を行うことが困難と認められる場合）
　◎育児休業取得時に、既に保育所を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
　◎そのほか、上記に類する状態として市長が認める場合
※申込書や手引きなどは、市役所担当窓口にて配布します。
※市外の保育所などを希望する方も手続きが必要です。窓口にご相談ください。
※ 今回の募集受け付けは、令和５年４・５・６月から入所を希望する方が対象です。７月以降に入所を希望

される方は、入所希望月の３カ月前から申し込みを受け付けます（例　7月入所：４月１日から受け付け）。
※現在、保育所などに入所中の方については、同受け付け期間中に現況届の提出が必要です。
※認定こども園（１号認定）の利用を希望される方は、認定こども園に直接申し込みを行ってください。

【市内の保育所等一覧】

頴娃 保育所 粟ケ窪保育所、御領保育園、光栄保育園、ちどり保育園、青戸保育所
認定こども園 南九州勝縁こども園、大川こども園、頴娃保育園※

知覧 保育所 明光保育園、大徳寺保育園
認定こども園 ちらん平和こども園、ちらん中央こども園、大心寺二葉保育園

川辺
保育所 緑が丘保育園

認定こども園 おののもりこども園、かつめこども園、川辺幼稚園、こばとこども園、
こども園ほしのこ

※令和５年度に認定こども園へ移行予定
（1）保育所･･･ 保護者（児童の面倒を見ている人）が就労などの理由で、日中保育ができない事情がある

保護者に代わって０歳から小学校就学前までの児童を保育する児童福祉施設 
（2）認定こども園･･･幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、教育と保育を一体的に行う施設

［問］ 川  福祉課 子育て支援係　頴  ・ 知  支所 福祉係

令和５年度保育所等入所児童 募集！！
募集受付期間　令和４年11月14日〜12月９日

令
和
５
年
度

　
知
覧
幼
稚
園　
園
児
募
集

■
募
集
人
員
＝

　
５
歳
児
お
よ
び
４
歳
児　
60
人

■
教
育
年
限
＝

　
５
歳
児
：
1
年
、
4
歳
児
：
２
年

※
現
在
就
園
中
の
４
歳
児
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
就
園
を
希
望
す
る
場
合
の
出

願
手
続
き
は
不
要
で
す
。

■
出
願
の
手
続
き
＝

⑴
提
出
書
類
：
入
園
願
書
、
支
給
認
定
申

請
書

⑵
募
集
期
間
：
令
和
4
年
12
月
１
日
（
木
）

～
令
和
5
年
１
月
31
日
（
火
）

⑶
提
出
先
：
知
覧
幼
稚
園

■
保
育
時
間
＝
月
曜
日
～
金
曜
日

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
２
時

■
保
育
料
な
ど
＝

　
①
保
育
料
・
入
園
料
は
無
料

　
②
そ
の
ほ
か
給
食
費
、
教
材
費
な
ど
は

実
費

※
頴
娃
幼
稚
園
の
新
規
募
集
は
行
い
ま
せ

ん
。

［
問
］ 

川 

教
育
総
務
課 

総
務
係

　
知
覧
幼
稚
園

　
☎
０
９
９
３－

83－

４
３
６
１

くらしのインフォメーション募 集
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・
生
活
状
況
の
悪
化
な
ど
に
よ
り
援
助

が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

■
申
請
書
類
＝
就
学
時
健
診
で
配
布

■
申
請
期
限
＝
12
月
23
日
（
金
）
ま
で

■
申
請
場
所
＝
学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

へ
郵
送
ま
た
は
提
出

［
問
］
川 

学
校
教
育
課 

学
校
教
育
係

水
田
の
あ
ぜ
を
整
え
る

　
　
　
　
　
　
　
時
期
で
す

　

南
九
州
市

農
業
公
社
で

は
、
水
田
の

あ
ぜ
塗
り
作

業
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　

収
穫
を
終

え
て
、
農
閑

期
に
あ
ぜ
を

塗
る
の
が
時

期
的
に
一
番

適
し
て
い
ま

す
。

　
形
成
し
た
あ
ぜ
が
し
っ
か
り
固
ま
る
期

間
を
考
慮
し
て
、
田
植
え
準
備
に
入
る
前

の
農
閑
期
に
あ
ぜ
塗
り
作
業
を
お
勧
め
し

ま
す
。

※
農
業
公
社
で
は
、
12
月
か
ら
翌
年
３
月

末
ま
で
を
あ
ぜ
塗
り
作
業
の
実
施
時
期

と
し
て
い
ま
す
。
作
業
料
金
は
１
メ
ー

ト
ル
あ
た
り
61
円
で
す
。

※
希
望
す
る
方
は
、
農
業
公
社
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

［
問
］
川 

公
益
社
団
法
人 

南
九
州
市
農

業
公
社（
南
九
州
市
役
所
川
辺
庁
舎
内
）

12
月
４
日（
日
）～
10
日（
土
）は

「
人
権
週
間
」
で
す

　
国
際
連
合
は
、
１
９
４
８
年
に
世
界
人

権
宣
言
採
択
を
記
念
し
て
、
採
択
日
の
12

月
10
日
を「
人
権
デ
ー
」
と
定
め
、
加
盟

国
な
ど
に
人
権
の
発
展
を
さ
ら
に
推
進
す

る
よ
う
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
。

　

日
本
も
、
同
宣
言
採
択
を
記
念
し
て

１
９
４
９
年
か
ら「
人
権
デ
ー
」
を
最
終

日
と
す
る
１
週
間
を「
人
権
週
間
」
と
定

め
、
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め

て
い
ま
す
。

　
人
権
課
題
に
は
、
女
性
の
人
権
、
子
ど

も
の
人
権
、
高
齢
者
の
人
権
、
障
害
の

あ
る
人
の
人
権
、
同
和
問
題
、
外
国
人
の

人
権
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
人

権
侵
害
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。

　
こ
の
機
会
に「
思
い
や
り
の
心
・
か
け

が
え
の
な
い
命
」
に
つ
い
て
、
も
う
一
度

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

［
問
］ 

鹿
児
島
地
方
法
務
局
知
覧
支
局

　
☎
０
９
９
３－

83－

２
２
０
８

「
障
害
者
差
別
解
消
法
」

　
に
つ
い
て
ご
存
じ
で
す
か
？

　
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を

解
消
す
る
た
め
、
障
害
の
有
無

に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ

と
な
く
、
相
互
に
尊
重
し
な
が
ら
共
生
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
律
で
す
。

■
不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
の
禁
止

　
正
当
な
理
由
な
く
障
害
を
理
由
と
し
て

差
別
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

お
知
ら
せ

■
合
理
的
配
慮
の
提
供

　
市
や
事
業
所
に
対
し
て
障
害
の
あ
る
人

か
ら
社
会
の
中
に
あ
る
障
壁
を
取
り
除
く

た
め
の
対
応
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
負

担
が
重
す
ぎ
な
い
範
囲
で
対
応
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
週
間

　
12
月
３
日
か
ら
９
日
は「
障
害
者
週
間
」

で
す
。
障
害
者
週
間
は
、
障
害
者
が
あ

ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
を

促
進
す
る
た
め
に「
障
害
者
基
本
法
」
に

よ
り
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
障
害

者
週
間
を
機
に
、
障
害
に
つ
い
て
の
理
解

を
深
め
、
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
支
え
合

い
、
誰
も
が
安
心
し
て
地
域
で
暮
ら
す
こ

と
の
で
き
る
共
生
社
会
を
つ
く
っ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

［
問
］
川 
福
祉
課 

障
害
福
祉
係

令
和
５
年
度
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請（
中
間
受
付
）に
つ
い
て

　
令
和
５
年
度
に
市
が
発
注
す
る
建
設
工

事
や
測
量
・
設
計
・
物
品
の
納
入
な
ど
の

競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
方
は
、
あ

ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
申
請
書
類
を
提
出

し
、
資
格
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
な
お
、
既
に
昨
年
度
の
令
和
４・

５
年
度
入
札
参
加
資
格
申
請
が
済
ん
で
い

る
方
は
今
回
の
申
請
は
不
要
で
す
。

■
受
付
期
間
＝
令
和
４
年
12
月
１
日（
木
）

～
令
和
５
年
１
月
31
日
（
火
）《
必
着
》

（
土
日
祝
日
を
除
く
）

■
受
付
場
所
＝
財
政
課 

契
約
管
理
係（
原

則
郵
送
）

■
受
付
時
間
＝
午
前
８
時
30
分
～
正
午
／

午
後
１
時
～
午
後
５
時

■
登
録
業
種
＝
⑴
建
設
工
事
⑵
測
量
・
建

設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
⑶
そ
の
他
・
物

品
■
有
効
期
間
＝
令
和
５
年
４
月
１
日
～

　
令
和
６
年
３
月
31
日
の
１
年
間

※
詳
細
情
報
・
書
類
様
式
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

［
問
］
知 

財
政
課 

契
約
管
理
係

新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費
の

小
学
校
入
学
前
支
給
に
つ
い
て

　
南
九
州
市
立
小
学
校
に
入
学
を
予
定
し

て
い
る
子
ど
も
を
持
つ
保
護
者
の
経
済
的

な
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
新
入
学
学
用

品
費
用
の
一
部
を
入
学
前
に
援
助
す
る
就

学
援
助
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
前
年
の
所
得
お
よ
び
家
庭
の
状
況
な
ど

を
審
査
の
上
、
認
定
と
な
っ
た
方
が
援
助

を
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
小
学
校
入
学
前

の
支
給
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
申
請
書

類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
審
査
は
世
帯
全
員
の
市
県
民
税

額
を
確
認
し
ま
す
の
で
、
必
ず
税
の
申
告

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
＝
次
の
①
・
②
全
て
に
該
当
す
る

子
ど
も
の
保
護
者（
親
権
を
有
す
る
方
）

①
令
和
５
年
４
月
に
南
九
州
市
立
小
学
校

に
入
学
予
定
で
あ
る
。

②
世
帯
の
状
況
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
。

・
前
年
度
ま
た
は
当
該
年
度
に
生
活
保
護

の
停
止
ま
た
は
廃
止
の
あ
っ
た
世
帯

・
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

・
児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯

・
国
民
健
康
保
険
料
の
減
免
か
徴
収
猶

予
を
受
け
て
い
る
世
帯

頴…頴娃庁舎☎ 0993-36-1111　知…知覧庁舎☎ 0993-83-2511　川…川辺庁舎☎ 0993-56-1111 お知らせ
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れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

■
補
助
金
の
額
＝
再
接
種
に
要
し
た
実
費

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に

な
る
か
、
知
覧
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

［
問
］
知 

知
覧
保
健
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
９
３－

58－

７
２
２
１

が
ん
患
者
に
対
す
る
ウ
ィ
ッ
グ

の
購
入
費
の
助
成
を
始
め
ま
す

■
対
象
者
＝
市
内
に
住
所
を
有
し
、
が
ん

と
診
断
さ
れ
て
が
ん
の
治
療
（
薬
物
療

法
、
放
射
線
治
療
、
手
術
な
ど
）
を
受

け
た
方
ま
た
は
現
在
受
け
て
い
る
方

■
対
象
と
な
る
経
費
＝
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ

（
全
頭
用
）
お
よ
び
装
着
に
必
要
な
頭

皮
保
護
用
の
ネ
ッ
ト

※
購
入
の
た
め
に
要
す
る
交
通
費
、送
料
、

代
金
決
済
手
数
料
な
ど
の
諸
費
用
お
よ

び
付
属
品
、
ケ
ア
用
品
な
ど
の
購
入
費

は
対
象
外
。

■
補
助
金
の
額
＝
対
象
者
１
人
に
つ
き
１

台
と
し
、
１
回
限
り
（
上
限
２
万
円
）

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に

な
る
か
、
知
覧
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

［
問
］
知 

知
覧
保
健
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
９
３－

58－

７
２
２
１

患
者
な
ど
が
尊
厳
を
持
っ
て
暮
ら
せ
る
社

会
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
保
健
所
で
は
、
こ
の
月
間
に
合
わ
せ
て

夜
間
検
査
を
実
施
し
ま
す
。検
査
は
匿
名
、

無
料
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
検
査
結
果

は
1
時
間
で
わ
か
り
ま
す
。
検
査
を
ご
希

望
の
方
は
、
12
月
２
日（
金
）
ま
で
に
電

話
に
て
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
こ
の
月
間
以
外
で
も
保
健
所
で

は
、
平
日
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
5
時

15
分
ま
で
エ
イ
ズ
の
相
談
、
検
査
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
検
査
は
、
事
前
に
電
話
で

の
予
約
が
必
要
で
す
。

■
日
時
＝
12
月
５
日
（
月
）

　
　
　
　
午
後
５
時
15
分
～
午
後
７
時

■
場
所
＝
加
世
田
保
健
所
（
南
さ
つ
ま
市

加
世
田
村
原
２
丁
目
１－

１
）

［
問
］
加
世
田
保
健
所

　
☎
０
９
９
３－

53－

２
３
１
５

造
血
細
胞
移
植
患
者
の
方
に
対

す
る
予
防
接
種
再
接
種
費
用
の

助
成
を
始
め
ま
す

■
対
象
者
＝
市
内
に
住
所
を
有
す
る
20
歳

未
満
の
者
で
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
も
の

①
予
防
接
種
法
第
２
条
第
２
項
各
号
に
掲

げ
る
疾
病
に
係
る
定
期
接
種
で
得
た
免

疫
が
造
血
細
胞
の
移
植
に
よ
っ
て
低
下

し
、
ま
た
は
消
失
し
た
た
め
、
再
接
種

が
必
要
と
医
師
が
認
め
る
予
防
接
種
で

あ
る
こ
と
。（
た
だ
し
、
Ｂ
Ｃ
Ｇ
お
よ

び
ロ
タ
ワ
ク
チ
ン
の
再
接
種
は
除
く
）

②
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
の
再
接
種
で

あ
る
こ
と
。

③
予
防
接
種
実
施
規
則
に
基
づ
い
て
行
わ

へ
行
く
必
要
が
な
く
な
る
。
ま
た
、
納

め
忘
れ
の
心
配
が
な
く
な
る
。

◎
こ
れ
ま
で
１
年
分
を
４
回
で
納
め
て
い

た
が
、
12
回
（
月
）
の
給
与
天
引
き
と

な
る
の
で
、
１
回
あ
た
り
の
負
担
額
が

減
る
。

［
問
］
南
薩
地
域
振
興
局
県
税
課

　
☎
０
９
９
３－

５
２－

１
３
１
７

　

頴 

税
務
課 

市
民
税
係

エ
イ
ズ
夜
間
検
査
の
お
知
ら
せ

　
12
月
1
日
は
、「
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
」

で
す
。

　
鹿
児
島
県
で
は
、
11
月
16
日（
水
）
か

ら
12
月
15
日
（
木
）
を
「
鹿
児
島
レ
ッ
ド

リ
ボ
ン
月
間
」
と
定
め
、
エ
イ
ズ
に
関
す

る
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
を
図
る
こ
と

に
よ
り
、エ
イ
ズ
の
予
防
お
よ
び
感
染
者・

事
業
主（
給
与
支
払
者
）の
方
へ

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
に

つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　
従
業
員
の
給
与
か
ら
所
得
税
を
源
泉
徴

収
す
る
給
与
支
払
者（
事
業
主
）
は
、
個

人
住
民
税
に
つ
い
て
も
給
与
か
ら
天
引
き

し
て
市
町
村
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
地
方
税
法
に
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
そ
の
た
め
、
南
薩
地
域
の
４
市
と
鹿
児

島
県
は
、
こ
れ
ま
で
法
令
の
要
件
に
当
て

は
ま
る
多
く
の
事
業
主
を
特
別
徴
収
す
る

者（
特
別
徴
収
義
務
者
）
と
し
て
指
定
し

て
い
ま
す
。

　
ま
だ
、
指
定
さ
れ
て
い
な
い
事
業
主
に

つ
い
て
も
、
令
和
５
年
５
月
に
指
定
し
ま

す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
税
務
課
ま
た
は
南
薩
地

域
振
興
局
県
税
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

思
っ
た
よ
り
簡
単
な
特
別
徴
収

◎
各
月
の
給
与
か
ら
天
引
き
す
る
税
額

は
、
市
か
ら
通
知
さ
れ
る
の
で
所
得
税

の
よ
う
に
税
額
を
計
算
す
る
必
要
が
な

い
。
ま
た
、年
末
調
整
の
必
要
も
な
い
。

◎
天
引
き
し
た
税
額
は
、
毎
月
、
金
融
機

関
の
窓
口
で
納
付
書
を
添
え
て
払
い

込
む
だ
け
。
毎
月
の
払
い
込
み
が
面
倒

な
と
き
は
、
ま
と
め
て
６
月
と
12
月
で

払
い
込
む
こ
と
も
で
き
る
。（
従
業
員

10
人
未
満
で
手
続
き
し
た
事
業
主
に
限

る
。）

従
業
員
に
喜
ば
れ
る
特
別
徴
収

◎
毎
月
の
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
の

で
、
時
間
の
余
裕
の
な
い
平
日
に
銀
行

①給与支払報告書
の提出

（1月31日まで）

③特別徴収税額
の通知

（5月31日まで）
④特別徴収税額
　通知書の配付
（5月31日まで）

⑤税額の徴収
（給与天引き）

（6月支給分から翌5月支給分まで）
⑥税額の納入

（翌月10日まで）

②
税
額
の
計
算

特別徴収（給与天引き）の方法による納税のしくみ

従
業
員

（
納
税
義
務
者
）

事
業
主

（
給
与
支
払
者
）

市
町
村

くらしのインフォメーションお知らせ
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［問］ 知  選挙管理委員会事務局

市長選挙および市議会議員選挙に伴う
選挙公営制度（公費負担）の条例制定について

　この選挙公営制度は、お金がかからない選挙を実現することで経済力の有無にかかわらず、どの立候
補者にも最低限度の選挙運動の機会を保障するとともに選挙の公平性を確保するため、公職選挙法に基
づき、各地方自治体が条例を制定するもので、本市も本年度９月議会において条例の制定が行われ、選
挙運動用自動車、ビラの作成およびポスター作成の費用について、来年度行われる市長選挙、市議会議
員選挙から各立候補者へ市が公費負担するものであります。
　公職選挙法で定められている選挙公営制度の種類は下記のとおりです。

種類 内容
１　投票記載台への氏名掲示 公営で行う
２　演説会の公営施設使用 公営で行う
３　通常葉書の交付 公営で行う
４　ポスター掲示場の設置 市条例で公営にできる【条例制定済】
５　選挙公報の発行 市条例で公営にできる【条例制定済】
６　選挙運動用自動車の使用 市条例で公営にできる【条例未制定】
７　選挙運動用ビラの作成 市条例で公営にできる【条例未制定】
８　選挙運動用ポスターの作成 市条例で公営にできる【条例未制定】
※種類の６・７・８が今回条例制定を行ったものです。

今回の条例制定で決まった具体的な選挙経費（公費負担）の内容（市長選挙・市議会議員選挙の場合）
公費負担対象 契約形態 １日の限度額

選挙運動用自動車の使用
（１日１台に限る）

（※１・２）

一般運送契約（ハイヤーなど） 　　　　　64,500 円

その他の
契約

自動車借入契約
（レンタル等） 　　　　　16,100 円

燃料供給の契約 　　　　　  7,700 円
運転手雇用契約 　　　　　12,500 円

計 　　　　　36,300 円

公費負担対象 １枚の限度額 限度枚数

選挙運動用ビラの作成※３ ７円 73 銭 　市長選挙　　　  16,000 枚
　市議会議員選挙　4,000 枚

選挙運動用ポスターの作成※３ 982 円 ポスター掲示場数
125 カ所

※１　選挙運動期間（７日間）のみが対象となります。
※２　無投票の場合は、１日のみ支給されます。
※３　無投票の場合でも、選挙運動用ビラおよび選挙運動用ポスター作成費は支給されます。

公営制度（公費負担）が適用されない場合
　全ての立候補者が対象となりますが、各立候補者の得票数が供託物没収点未満の場合には適用されず、
選挙運動用の全額（選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成および選挙運動用ポスター作成）
が立候補者の負担となります。

《供託物没収点》　市長選挙の場合：有効投票数÷１０
　　　　　　　　市議会議員選挙の場合：有効投票数÷市の議員定数÷１０

【参考】　供託金の額　市長選挙１００万円　　市議会議員選挙　３０万円
　　　　※供託金は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐため
　　　　　のものです。
　　　　※供託物没収点未満の場合は、供託金は没収されます。
◎市長選挙・市議会議員選挙に立候補される方で、公費負担を受ける場合は届け出などの手続

きが必要となります。詳しくは市選挙管理委員会事務局までお問い合せください。

既
に
条
例
制
定

今
回
制
定
分

頴…頴娃庁舎☎ 0993-36-1111　知…知覧庁舎☎ 0993-83-2511　川…川辺庁舎☎ 0993-56-1111 お知らせ
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【現地説明会】
　日時：令和４年 12 月８日 ( 木 )　午前 10 時から午前 11 時まで
　場所：南九州市知覧農業振興センター（南九州消防署の北隣）
　　※　現状渡しとなりますので、入札参加者は必ず状態を確認してください。
　　　　現状確認されずに入札参加した場合でも、物件の状態については全て承知しているものとみなします。

【入札】
　●参加資格：地方自治法施行令第 167 条の４（被後見人、被補佐人および破産者で復権を得ない者）の規定に
　　　　　　抵触しない者および次の (1)(2) のいずれかを満たす者であること。
　　　　　　　(1) 南九州市内に住所を有する者
　　　　　　　(2) 南九州市内に事務所などを有する法人など
　●入札方法：入札書を持参または郵送する方式にて行います。

※入札希望の方は、南九州市頴娃農業開発研修センター内、南九州市役所農政課総合研修係で 12 月 15 日までに入
札説明書の交付を受けてください。

　●入札書の提出期限：令和４年 12 月 15 日 ( 木 ) 午後５時（必着）
　●その他：有効入札書を提出した方で、予定価格以上の最高価格で入札した方に売却します。

［問］ 頴  農政課 総合研修係

市有財産の売却について

温室１棟【簡易パイプハウス】
構　　造：鉄骨造
延床面積：144.00㎡

【芯 ：々間口６ｍ×奥行 24 ｍ】
建築年月：不明
取得年月：平成 20 年４月

　11 月 11 日から 17 日までは「税を考える週間」です。
　「税を考える週間」は、国民生活に深い関わりを持っている税について、その意義（必要性）および役割（使途）を
分かりやすく説明することにより、国民の皆さまの税に対する理解をより深めていただくために設けています。
　今年のテーマは、「これからの社会に向かって」です。
　なお、「税を考える週間」の実施に合わせて、国税庁ホームページ内に「これからの社会に向かって」をテーマとし
た特設ページを設け、国税庁の各種取り組みについてご紹介します。ぜひご覧ください（https://www.nta.go.jp また
は 国税庁 で検索）。
　また、次の日程で税に関する作品（中学生・高校生の作文、書道、絵はがきなど）の展示を行いますので、ぜひご覧
ください。

ご存知ですか？　「税を考える週間」

開催日時 展示場所
11 月 19 日（土）～ 11 月 29 日（火） タイヨーえい店
11 月 26 日（土）～ 12 月 4 日（日） 市民交流センターひまわり館

［問］ 知覧税務署（電話 0993-83-2411）※自動音声案内

くらしのインフォメーションお知らせ 相 談

　特設人権相談所は、家庭内（結婚、夫婦、親子、相続）
や隣近所のもめごとなど、日々の暮らしの中で起こるさ
まざまな人権に関する問題について、人権擁護委員が相
談をお受けします。
　予約は不要で、相談は無料。秘密は固く守られます。

日時＝ 12 月６日（火）午前 10 時～午後３時
場所＝市民交流センターひまわり館

［問］ 鹿児島地方法務局知覧支局　☎ 0993-83-2208

　家庭や職場、子育てや介護、DV やセクハラ、ジェンダー、
LGBTQ、生理の貧困に関することなど悩みを抱えている
方、どんなことでもお気軽にご相談ください。専門のカ
ウンセラーが相談に応じ、秘密は固く守られます。
相談日時＝ 12 月 17 日（土）午後１時～午後５時
場所＝ちらん夢郷館
完全予約制＝毎月１回開催されます（１人 50 分程度）
　予約受付時間　午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）

［問］ 知  まちづくり推進課 共生・協働推進係
　☎ 0993-83-2511（専用内線 2222）

12月の悩み相談室特設人権相談所の開設
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1. 職員の任免および職員数に関する状況
（１）職員の任用状況

項　　目 令和２年 令和３年 令和４年
試験による採用者数 15 人 15 人 9 人
選考による採用者数 0 人 0 人 0 人

計 15 人 15 人 9 人
（注）県からの割愛職員は除いています。

（2）職員の退職者数
項　　目 令和３年度中

定年・応募認定退職者数 9 人
普通退職者数 4 人
死亡退職者数 0 人

計 13 人
（注）県からの割愛職員は除いています。

（3）定員管理の状況（令和４年４月１日現在）
　①部門別職員数の状況と主な増減理由

区分
部門

職　　　員　　　数 対前年
増減数（人） 主な増減理由令和３年 ( 人 ) 令和４年 ( 人 )

一般
行
政
部
門

議 会 4 4 0
総 務 86 82 ▲ 4 行政改革（事務事業や組織機構の見直し等）による職員減
税 務 29 28 ▲ 1 行政改革（事務事業や組織機構の見直し等）による職員減
民 生 50 51 1 行政改革（事務事業や組織機構の見直し等）による職員増
衛 生 25 24 ▲ 1 行政改革（事務事業や組織機構の見直し等）による職員減
労 働 0
農 林 水 産 57 56 ▲ 1 行政改革（事務事業や組織機構の見直し等）による職員減
商 工 12 15 3 行政改革（事務事業や組織機構の見直し等）による職員増
土 木 39 39 0
小 　 計 302 299 ▲ 3

特別行政 教 育 50 52 2 行政改革（事務事業や組織機構の見直し等）による職員増

公
営
企
業

な
ど
　
　

水 道 11 11 0
下 水 道 1 1 0
そ の 他 16 15 ▲ 1 行政改革（事務事業や組織機構の見直し等）による職員減
小 計 28 27 ▲ 1 行政改革（事務事業や組織機構の見直し等）による職員減

合 計 380 378 ▲ 2
（注）　職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、会計年度任用職員を除いています。

　②定員適正化計画の数値目標および進捗状況
　　ア . 定員適正化目標〔集中改革プラン〕　　　○計画期間 平成 29 年度中に見直しを行い第３次定員適正化計画を策定しました。
 　　　　　　　　　　 計画期間は平成 30 年度から令和９年度までの 10 年間とします。
 　　　○概　　要 計画期間初年度から 48 人を削減し、より簡素で効率的な行政運営を図ります。
　　イ . 年次別職員数 （単位：人）

区分
部門

29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 計計画前年 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

全部門

減 　 員 15 27 12 16 0 11 10 12 0 24
増 　 員 8 12 8 8 7 7 7 5 5 5
差 　 引 ▲ 7 ▲ 15 ▲ 4 ▲ 8 7 ▲ 4 ▲ 3 ▲ 7 5 ▲ 19 ▲ 55職 員 数 412 405 390 386 378 385 381 378 371 376 357
フルタイム再任用職員等 0 0 5 5 10 0 2 2 6 0 13 43基 準 定 数 412 405 395 391 388 385 383 380 377 376 370

（注）　職員数は年度当初の人数であり、市長、副市長、教育長は含みません。

（5）職員の経験年数別・学歴別平均給料額の状況（令和４年４月１日現在）
区　分 １年未満 1 年以上 2 年未満 2 年以上 3 年未満 3 年以上 5 年未満 5 年以上 7 年未満 7 年以上 10 年未満

一般
行政職

大学卒 171,700 円 183,300 円 190,400 円 201,800 円 220,000 円 244,600 円
高校卒 　　　　 　　155,800 円 　　　　 166,700 円 193,900 円 206,000 円

10 年以上 15 年未満 15 年以上 20 年未満 20 年以上 25 年未満 25 年以上 30 年未満 30 年以上 35 年未満 35 年以上
大学卒 273,700 円 335,300 円 364,200 円 380,100 円 391,100 円 401,800 円
高校卒 245,600 円 274,900 円 328,100 円 370,900 円 381,600 円 392,100 円

（注）空欄は該当職員がいないため。

（2）職員給与費の状況（一般会計予算）

区　分 職員数（A） 給与費 一人当たり給与費 
（B/A）給　料 職員手当 期末 ･ 勤勉手当 計（B）

４年度 397 人 1,544,282 千円 247,191 千円 628,946 千円 2,420,419 千円 6,097 千円
（注）　１　職員数、給与費は、再任用職員を含みます。
（注）　２　給与費は、令和3年度当初予算に計上された額です。
（注）　３　職員手当には、退職手当組合負担金を含みません。

２. 職員の給与の状況
（１）人件費の状況（一般会計決算）

区　分 住民基本台帳人口（年度末） 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率（B/A） （参考）２年度人件費率
３年度 33,039 人 (R4.3.31 現在 ) 26,374,944 千円 616,247 千円 3,237,331 千円 12.27% 12.09%

（注）　人件費には、特別職に支給される給料、報酬等や事業費支弁分を含みます。

（3）職員の平均給料月額および平均年齢状況（令和４年４月１日現在）

区　分 一般行政職 技能労務職
平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

南九州市 326,814 円 44 歳 2 月 344,750 円 51 歳 3 月

（4）職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）
区　分 南九州市 国

一般
行政職

大学卒 182,200 円 182,200 円
高校卒 150,600 円 150,600 円

　南九州市職員の人事行政の運営などの状況の公表に関する条例の規定に基づき、南九州市職員の人事行政の運営などの状況について、次のとおり公表します。

南九州市職員　人事行政の運営などの状況

頴…頴娃庁舎☎ 0993-36-1111　知…知覧庁舎☎ 0993-83-2511　川…川辺庁舎☎ 0993-56-1111 お知らせ
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５. 職員の服務の状況
　　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念しなければならないことになっています。
　 　そして職員には、法令等および上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争

議行為等の禁止、営利企業等の従事制限が課せられています。　※令和３年度違反者　０人

４. 職員の分限および懲戒処分の状況（令和 3年度）
（１）分限処分　３人（休職） （２）懲戒処分　0 人（停職 0 人・減給 0 人・戒告 0 人）

（３）育児休業および介護休暇取得状況（令和 3 年度中の新規取得者） （４）病気休暇取得状況（令和３年中の取得者）
　　◦育児休業　12 人　　◦介護休暇　0 人 　　◦取得者数　22 人

3. 職員の勤務時間その他の勤務条件などに関する状況
　職員の勤務時間その他の勤務条件は、国および他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように定めています。

（１）勤務時間の状況
1 週間の
勤務時間 開始時間 休憩時間 終了時間

38 時間 45 分 8：30 12：00 ～13：00 17:15

（２）年次有給休暇取得の状況（令和3年1月1日～令和3年12月31日）
総付日数 総使用日数 対象職員数 平均使用日数 取得率
10,733.0 2,562.0 273 9.4 23.9%

（注）市長部局の一般職に属する職員（中途採用退職者、育児休業取得者を除く）

８. その他
　◦勤務条件に関する措置の要求の状況
　　　⇒令和３年度要求件数　　無し

　◦不利益処分に関する不服申し立ての状況
　　　⇒令和３年度要求件数　　無し

６. 職員の研修および人事評価の状況
（１）職員の研修の状況（令和 3 年度）

区　　分 研修回数 参加者数
市の実施する研修 ８ 研修 1,622 人
鹿児島県市町村振興協会の実施する研修 14 研修 70 人
その他の機関が実施する研修 15 研修 24 人

（２）職員の人事評価の状況
　公務能率の増進や人材の育成などを目的とし、定期的に人事評価を行
い、その評価結果に応じた措置を講じることとされており、令和 3 年度に
おいては、下記のとおり実施しました。
評価の回数 評価の期間 評価の対象者数

2 回 4/1 ～ 9/30、10/1 ～翌年 3/31 397 人

（８）主な職員手当の状況
　①期末・勤勉手当（令和３年度支給割合）

期　別 期末手当 勤勉手当
６月期 1.275 月 0.950 月
12 月期 1.275 月 0.950 月

計 2.55 月 1.90 月
（注）職務上の段階、職務の級等による加算措置有

②退職手当（令和４年３月３１日現在）
勤続年数 自己都合 勧奨・定年

20 年 19.66950 月分 26.36550 月分
25 年 28.03950 月分 33.27075 月分
35 年 39.75750 月分 47.70900 月分

最高限度額 47.70900 月分 47.70900 月分

　③特殊勤務手当（令和４年３月３１日現在）
手当の種類（手当数） 支給職員の多い手当

5 感染症防疫作業・福祉手当・道路上作業手当

④扶養手当（令和４年４月１日現在）
区　分 配偶者 子 父母等
支給額 6,500 円 10,000 円 6,500 円
区　分 特定期間の加算
支給額 5,000 円

　⑤住居手当（令和 4 年 4 月１日現在）
区　分 借家・間借り 持　家

支 給 額 月額 28,000 円以内 H26.4.1 から廃止

⑥通勤手当（令和４年４月１日現在）
区　分 交通機関利用 交通用具利用
支給額 月額 55,000 円以内 月額 2,000 円から 18,700 円以内

（6）一般行政職級別職員数の状況（令和４年４月１日現在）
区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 計

標準的な職務内容 主事、技師 主任主事、主任技師 主査、係長 主任主査、係長、主幹 参事、係長 課　長 課　長
職員数（構成比）29人（10.03％） 23人（7.96％） 53人（18.34％） 92人（31.83％） 68人（23.53％） 23人（7.96％） 1人（0.35％） 289人

職 名 別 内 訳
主　事 主任主事 主　査 主任主査 参　事 課　長 課　長
27人 21人 53人 91人 68人 23人 1人

技　師 主任技師 主　幹
2人 2人 1人

職 制 上 の 段 階 係員級 係長級 課長補佐級 課長級 289人職員数（構成比） 52人（17.99％） 145人（50.17％） 68人（23.53％） 24人（8.31％）
（注）この表は、南九州市職員の給与に関する条例に基づき、職員（一般行政職）を級別に区分したものです。再任用職員は含みません。

（７）国との給料月額の水準比較（ラスパイレス指数※）の状況
年　度 H29 H30 R1 R2 R3

一般行政職 98.5 97.7 97.5 98.1 98.0

※ 一般行政職について、地方公務員と国家公務員の給与水準を、国家公務員の職員構成を基準として、職種ごとに学歴別、経験年数別に平均給与月額を比較し、
国家公務員の給与を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を指数で示したものです。

７. 職員の福祉および利益の保護の状況
（１）福利厚生制度に関する状況（令和 3 年度）

区　　分 受診者数 内　　容
職 員 健 康 診 断 181 人 心電図検査・血液検査他　　検査料　1,212,700 円　

人 間 ド ッ ク 227 人 １日・２日・脳ドックについて市町村職員共済組合からの助成金を差引いた
自己負担額の一部を助成（令和３年度 808,000 円助成）

結 核 検 診 182 人 間接撮影　検査料　207,488 円
ストレ ス チェック テ スト 398 人

（２）公務災害補償の状況（令和３年度）　　◦認定件数　２件

（９）特別職の報酬などの状況

区　分 給料・報酬月額
（令和４年４月１日現在）

期末手当
（令和３年度支給割合） 削減措置

市 長 828,000 円（736,900 円） ６月期　1.675 月分
12 月期　1.675 月分

計  　3.35 月分

▲ 11.0％
副 市 長 652,000 円（616,100 円） ▲ 5.5％
教 育 長 614,000 円（592,500 円） ▲ 3.5％
議 長 388,000 円 ６月期　1.600 月分

12 月期　1.600 月分
計  　3.20 月分

副 議 長 310,000 円
議 員 286,000 円

（注）市長、副市長、教育長の給料月額には、上記表右欄相当の削減措置が実施されています。
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　電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金は、令和４年度の住民税非課税世帯や、
令和４年１月から 12 月までに家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
　給付金を受給するためには、手続きが必要です。

　給付金の支給額　　１世帯当たり５万円
　給付金の支給時期　令和４年 11 月上旬に確認書などを発送しております。市が確認書
　　　　　　　　　　（または申請書）を受理した日から２週間後が振り込みの目安です。

　住民税非課税世帯等の皆さまへ
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内

支給対象となる世帯（いずれかにあてはまる世帯）
１　世帯全員が令和４年度「住民税非課税」である世帯

２　予期せず令和４年１月～ 12 月の収入が減少し、世帯の全員が「住民税非課税相当」の
　収入となった世帯（家計急変世帯）

　令和４年９月３０日時点で住民登録のある市区町村から確認書が送付されます。内容を確認して
返信してください。

【確認事項】
　①記載された給付金振込口座番号などに誤りがないか
　②住民税が課税されている方の税法上の扶養親族のみの世帯ではないこと
　世帯の全員が非課税世帯であっても、令和４年１月２日以降に転入した方がいる世帯などは申請
が必要です。申請書が届かない場合は、担当係にお問い合わせください。

　住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの年収見込み額（令和４年１月から 12 月までの任
意の１カ月の収入× 12 月）が非課税水準以下であることを指します。
給付金を受け取るには申請が必要です。

　［問］川 福祉課 社会福祉係　頴・知 支所 福祉係

　マイナンバーカードの交付や申請をサポートするため、夜間およ
び日曜開庁による臨時窓口を開設します。平日の開庁時間に市役
所へ行くことが難しい方は、ぜひこの機会にご利用ください。
■開設日時：開庁日の毎週木曜日　午後５時 15 分～午後 7 時
　　　　　　12月11日（日）午前８時30分～正午
　　　　　　１月８日（日）午前８時30分～正午
■開設場所：頴娃・知覧・川辺庁舎の市民係および市民生活係
※カードの受け取りに来られる方は、交付通知のハガキと必要書

類をご持参ください。
※マイナンバーカードに関すること以外は、受け付けられません。

　［問］川 市民生活課 市民係　頴・知 支所 市民生活係

・すべて無料！（申請・写真撮影・交付）
　※紛失などによる再交付を除く

・申請は最短５分！

マイナポイント第２弾実施中！
最大20,000円分のマイナポイントがもらえます!

マイナンバーカードがあれば、
住民票の写し・印鑑登録証明書・所得

（課税）証明書をコンビニで取得できます！

夜間および日曜開庁でマイナンバーカードの交付や申請をサポートします！

いつでも

どこでも

早くて便
利！

申請期限　令和５年１月 31 日まで（当日消印有効）

市 HP

※詳しくは市ホームページをご覧になるか、担当係に
お問い合わせください。

頴…頴娃庁舎☎ 0993-36-1111　知…知覧庁舎☎ 0993-83-2511　川…川辺庁舎☎ 0993-56-1111 お知らせ

マイナポイント申込支援専用窓口を開設します ! ［頴娃］0993-36-3700
マイナポイントに関する問い合わせ ［知覧］0993-83-2121
南九州市マイナポイント申込支援ダイヤル ［川辺］0993-56-2855
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